
○坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に 

関する条例（改正後） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内における土砂等による土地の埋立て等について、

土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うこと

により、市民生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 （１）土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１

項の廃棄物を除くものとする。 

（２）事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行う行為をい

う。 

（３）特定事業 事業（宅地造成等の工程の一部において事業が行われる

場合であって、当該事業を行う土地の区域から発生し、又は採取され

た土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。）であって、

次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。 

   ア 事業の用に供する土地の区域（以下「事業区域」という。）の面

積が１，０００平方メートル以上であるもの 

   イ 事業区域の面積が１，０００平方メートル未満であるもののう

ち、次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当するもの 

   （ア）事業区域と隣接する土地の区域において、当該事業に着手する

日前３年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合であっ

て、当該事業区域の面積と、既に行われ、又は現に行われている事

業に係る面積との合計が１，０００平方メートル以上となるもの 



   （イ）くぼ地を含む一団と認められる土地の区域において、１，００

０立方メートル以上の量の土砂等を用いて地盤面から２メートル以

上の高さまで事業を行うものであって、事業区域の面積が５００平

方メートルを超えるもの 

（４）事業主 事業に供する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。 

（５）事業施工者 事業主と契約により、事業を施工する者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、事業区域の面積が５，０００平方メートル未満の事業

について適用する。 

（事業施工者等の責務） 

第４条 事業主及び事業施工者（以下「事業主等」という。）は、その事業

を施工するに当たっては、市民の安全及び良好な生活環境を確保するた

め、万全の措置を講じなければならない。 

２ 事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者に対し、当該事業の内

容について説明しなければならない。 

３ 事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者から同意及び意見書を

得なければならない。 

４ 事業主等は、当該事業により道路その他の公共施設を破損したときは、

速やかに現状に回復しなければならない。 

５ 事業主等は、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意

をもって解決に当たらなければならない。 

６ 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴

い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化

その他の有効利用に努めなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するた

め、事業に関し、状況の把握、事業の監視、市民からの苦情の処理その他

必要な事項について、茨城県と協力してこれに取り組むよう努めるものと



する。 

（不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止） 

第６条 何人も、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

（平成１５年茨城県条例第６７号）第７条第１号に規定する有害物質の基

準に適合しない土砂等を使用して、事業を行ってはならない。 

（事業の事前協議） 

第７条 事業を施行しようとする事業主等は、次条の許可を受ける前に規則

で定めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について市長と協議し

なければならない。 

（事業の許可） 

第８条 事業を行おうとする者は、事業区域ごとに、あらかじめ市長の許可

を受けなければならない。ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当

する場合にあっては、この限りでない。 

（１）土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行

う事業であって、当該事業の区域内から発生し、又は採取された土砂

等のみを用いて行われる事業 

（２）国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業（以下

「公共事業」という。） 

（３）採石法（昭和２５年法律第２９１号）、砂利採取法（昭和４３年法

律第７４号）その他の法令及び条例（以下「法令等」という。）に基

づき許認可等（許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を

付与する処分をいう。以下同じ。）がなされた採取場から採取された

土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業 

（４）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定による許可を受け

て行う事業 

（５）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定による確認を受け

て行う事業 

（６）農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条及び第５条に規定する



許可による事業区域の面積が３００平方メートル未満の事業 

（７）前各号に定めるもののほか、許可が必要ないものとして規則で定め

る事業 

（許可の申請） 

第９条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請

書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及

び図面を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２）事業区域の位置及び面積 

（３）事業に使用される土砂等の量及びその搬入期間 

（４）事業が完了した場合の当該事業区域の構造 

（５）事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入

予定量及び搬入計面に関する事項 

（６）事業が施工されている間において土砂等の崩落、飛散又は流出によ

る災害の発生を防止するために必要な措置 

（７）前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする事業が他の場所

への搬出を目的として土砂等のたい積を行う事業である場合にあっては、

当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に事業

区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を

添付して市長に提出しなければならない。 

（１）前項第１号及び第２号に掲げる事項 

（２）年間の事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量 

（３）事業に使用される土砂等のたい積の構造 

（４）事業の実施期間 

（５）事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当

該土砂等を区分するために必要な措置 

（６）前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 



（許可の基準） 

第１０条 市長は、第８条の許可の申請が次に掲げる事項に適合していると

認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 

 （１）その事業に用いる土砂等について、坂東市役所を中心として２０キ

ロメートル圏内に位置する茨城県内の市町から発生したものであり、

かつ、土砂等の採取場所から直接搬入されるものであること。 

（２）その事業に用いる土砂等の性質及び有害物質（鉛、砒
ひ

素、トリクロ

ロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因

して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定め

るものをいう。）による汚染の状態が規則で定める基準に適合しない

ものでないこと。 

（３）当該申請に係る事業に使用される土砂等の埋立て等の構造が当該事

業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の

発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合する

ものであること。 

（４）事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計

画が規則で定める基準に適合しているものであること。 

（５）事業主等が次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しないもの 

  ウ この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で

定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しく

は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）の規定（同法第３２条の３第７項及び第３２条の１１第

１項の規定を除く。）に違反し、又は刑法（明治４０年法律第４５

号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２

２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法



律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年

を経過しない者 

  エ 第２２条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５

年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合に

おいては、当該取消しの処分に係る坂東市行政手続条例（平成１７

年坂東市条例第８号）第１５条の規定による通知があった日前６０

日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経

過しないものを含む。） 

  オ 第２１条又は第２３条の規定により命令を受け、その命令に係る

措置が完了していない者（当該命令を受けた者が法人であるとき

は、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。） 

  カ 事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認

めるに足りる相当の理由がある者 

  キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過して

いない者（以下「暴力団員等」という。） 

  ク 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっ

て、その法定代理人（法定代理人が法人であるときは、その役員を

含む。）がアからキまでのいずれかに該当するもの 

  ケ 法人の事業主等であってその役員又は使用人のうちにアからキま

でのいずれかに該当する者のあるもの 

  コ 個人の事業主等であってその使用人のうちにアからキまでのいず

れかに該当する者のあるもの 

  サ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

２ 市長は、前条第１項の許可の申請が前項の基準に適合しているかどうか

を判断するために必要があると認めたときは、国、県、市町村、警察署等

に対し、調査を依頼することができる。 



（変更の許可等） 

第１１条 第８条の許可を受けた者は、第９条第１項各号又は第２項各号に

掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならな

い。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に

規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２）変更の内容及びその理由 

（３）前２号に定めるもののほか、規則で定める事項 

３ 第８条の許可を受けた者は、第１項ただし書の規則で定める軽微な変更

をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

４ 前条の規定は、第１項の許可について準用する。 

（許可の条件） 

第１２条 市長は、第８条の許可（前条第１項の許可を含む。以下この条か

ら第２０条まで及び第２４条において同じ。）に、条件を付することがで

きる。この場合において、その条件は、当該第８条の許可を受けた者に不

当な義務を課するものであってはならない。 

（土砂等の搬入の届出） 

第１３条 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域に土砂等を

搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当

該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で

規則で定めるもの及び当該土砂等が汚染されていないこと（当該土砂等が

第１０条第１項第２号に規定する有害物質の基準に適合する土砂等である

ことをいう。以下同じ。）を証するために必要な書面で規則で定めるもの

を添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証する

ために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することがで



きる。 

（１）当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であっ

て、当該土砂等が汚染されていないことについて、規則で定めるとこ

ろにより事前に市長の承認を受けたものであるとき。 

（２）当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場

から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取され

た土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが

添付されたとき。 

（３）当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行

う場所（当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されている

ものに限る。）から採取された土砂等である場合であって、当該採取

場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるも

の及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定め

るものが添付されたとき。 

（４）前３号に定めるもののほか、当該土砂等について、土壌の汚染のお

それがないものとして、規則で定めるところにより市長が承認したと

き。 

（事業に使用された土砂等の量の報告） 

第１４条 第８条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的

に当該許可に係る事業に使用された土砂等の量（当該事業がたい積である

場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量）を市長に報告し

なければならない。 

（地質検査等の報告） 

第１５条 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業に着手した日か

ら３月ごとの各期間（当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止したとき

は当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間）ご

とに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有

害物質による汚染の状況について調査を行い、その結果を市長に報告しな



ければならない。 

２ 第８条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に事業

区域から当該事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を

市長に報告しなければならない。ただし、その必要がないものとして規則

で定める場合にあっては、この限りでない。 

（関係書類等の縦覧） 

第１６条 第８条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該

許可に係る事業が施工されている間、当該事業に関しこの条例の規定によ

り市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該事業につい

て利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。 

（標識の掲示等） 

第１７条 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業が施工されてい

る間、当該許可に係る事業区域の見やすい場所に、規則で定める事項を記

載した標識を掲げなければならない。 

２ 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域と当該事業区域以

外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならな

い。 

（事業の廃止等） 

第１８条 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を廃止し、又は

中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業による土

壌の汚染及び当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災

害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を廃止したときは、規

則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該

事業を２月以上中止しようとするときも、同様とする。 

３ 前項の規定による廃止の届出があったときは、第８条の許可は、その効

力を失う。 

４ 市長は、第２項の規定による事業の廃止の届出があったときは、速やか



に当該事業について、第１項の措置が講じられているかどうかの確認を行

い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。 

５ 前項の規定により、第１項の措置が講じられていない旨の通知を受けた

者は、第２項の規定による廃止の届出に係る事業による土壌の汚染又は当

該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を

防止するために必要な措置を講じなければならない。 

（事業の完了等） 

第１９条 第８条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を完了したとき

は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係

る事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る事業区域が第

８条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該

届出をした者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により、事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等

の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置

が講じられていない旨の通知を受けた者は、第１項の規定による届出に係

る事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しく

は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（承継） 

第２０条 第８条の許可を受けた者が当該許可に係る事業の全部を譲り渡

し、又は同条の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割（当該事

業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、その事業の全部を

譲り受けた者又は相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員

の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続

する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の

全部を承継した法人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位



を承継する。 

２ 前項の規定により第８条の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則

で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長

に届け出なければならない。 

（措置命令等） 

第２１条 市長は、事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると

認めたときは、直ちに当該事業を施工し、又は施工した者に対し、当該区

域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとと

もに、茨城県知事にその旨を通報しなければならない。 

２ 市長は、事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発

生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該事業を行う第８

条の許可を受けた者（第１１条第１項の規定により許可を受けなければな

らない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。）に対し、当該

事業を停止し、又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流

出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずる

ことができる。 

３ 市長は、第８条又は第１１条第１項の規定に違反して事業を施工した者

に対し、当該事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は

当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生

を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

（許可の取消し等） 

第２２条 市長は、第８条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該許可を取り消し、又は６月以内の期間を定めて当該許可に

係る事業の停止を命ずることができる。 

（１）不正の手段により第８条又は第１１条第１項の許可を受けたとき。 

（２）第１１条第１項の規定に違反して事業を行ったとき。 

（３）第１２条の条件に違反したとき。 

（４）第１３条から第１７条までの規定に違反したとき。 



（５）前条各項の規定による命令に違反したとき。 

２ 前項の規定により第８条の許可の取消しを受けた者（当該取消しに係る

事業について前条各項の規定による命令を受けた者を除く。）は、当該取

消しに係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩

落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講

じなければならない。 

（廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等） 

第２３条 市長は、第１８条第５項、第１９条第３項又は前条第２項の規定

に違反した者に対し、事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出

による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずるこ

とができる。 

２ 市長は、第１８条第５項、第１９条第３項又は前条第２項の規定に違反

した者が施工した事業により、当該事業区域の土壌が汚染され、又は汚染

のおそれがあると認めたときは、直ちに当該事業を施工した者に対し、当

該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずる

とともに、茨城県知事にその旨を通報しなければならない。 

（関係書類等の保存） 

第２４条 第８条の許可を受けた者は、当該事業について第１８条第２項の

規定による廃止の届出若しくは第１９条第１項の規定による完了の届出を

した日又は第２２条第１項の規定による第８条の許可の取消しの通知を受

けた日から５年間、当該事業に関しこの条例の規定により市長に提出した

書類及び図面の写しを保存しなければならない。 

（報告の徴収） 

第２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業施工者その

他事業に携わる者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

（立入検査） 

第２６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職

員に、事業を行う者の事務所、事業区域その他その業務を行う場所に立ち



入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させること

ができる。 

２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（公表） 

第２７条 市長は、第２１条第１項、第２項若しくは第３項、第２２条第１

項又は第２３条第１項若しくは第２項の規定による命令を受けた者が当該

命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその

理由を当該公表の対象となる者に書面により通知するとともに、意見を述

べる機会を与えなければならない。 

（手数料） 

第２８条 第８条又は第１１条第１項の許可の申請をする者は、坂東市手数

料徴収条例（平成１７年坂東市条例第４９号）に定めるところにより、手

数料を納めなければならない。 

 （保証金の預託） 

第２９条 第８条の許可を受けようとする者は、事業の適正な施工を保証

し、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生防止、並びに自然環

境及び生活環境の保全等を保証するため、当該許可に係る事業が第２条第

３号に規定する特定事業に該当するときは、市長と協議して定めた金融機

関に、保証金のための現金（以下「保証金」という。）を定期預金により

預入しなければならない。 

２ 保証金の額は、１００万円及び当該事業搬入土量に１立方メートル当た

り４００円を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるとき



は、これを切り捨てる。以下この項において同じ。）の合計額とする。た

だし、搬入土量を増加しようとするときは、当該増加する搬入土量に1立

方メートル当たり４００円を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の規定により保証金を預入した事業主等は、預入した保証金に市

を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結しなければ

ならない。 

４ 第１項及び前項の規定は、搬入土量を増加しようとするときについて準

用する。この場合において、第１項中「第８条」とあるのは「第１１条第

１項」と読み替えるものとする。 

 （保証金の使途） 

第３０条 市長は、許可事業主等が受けた許可に係る事業を適正に行わず、

事業区域及びその周辺の地域における安全が著しく脅かされている状態に

あるにもかかわらずその対応を講じないとき、又は自然環境、生活環境等

の悪化が明らかであるにもかかわらずその対策を講じないときに、保証金

を市が緊急的に行う道路、水路その他の公共施設等の安全対策のための整

備等に要する経費に充てるものとする。 

 （質権の実行） 

第３１条 市長は、前条の規定により道路、水路その他の公共施設等の安全

対策のための整備等を行うときは、許可事業主等が保証金を預入した金融

機関に対して第２９条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。

次条において同じ。）の規定により設定した質権を実行する旨を通知し、

当該金融機関から質権の実行額に相当する金額の保証金の払戻しを受ける

ものとする。 

 （質権設定契約の解除） 

第３２条 市長は、この条例による許可の申請に対して許可をしないことと

したとき、又は第１９条第１項の規定による完了の届出があり、同条第２

項の規定による確認の結果、許可の内容に適合していると認めたときは、

第２９条第３項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとす



る。 

２ 前条の規定にかかわらず、市長が認めたときは、第２９条第３項の規定

により締結した質権設定契約を解除することができる。 

（委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（罰則） 

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処する。 

（１）第８条又は第１１条第１項の規定に違反して事業を行った者 

（２）第２１条第１項、第２項若しくは第３項、第２２条第１項又は第２

３条第１項の規定による命令に違反した者 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 

（１）第１３条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２）第１４条、第１５条又は第２５条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

（３）第２６条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処す

る。 

（１）第１１条第３項、第１８条第２項、第１９条第１項又は第２０条第

２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２）第１７条第１項の規定に違反した者 

（両罰規定） 

第３７条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関し、前３条の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前

の岩井市土砂等による埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例（平成

１６年岩井市条例第２３号）又は猿島町土砂等による埋立て、盛土及びた

い積の規制に関する条例（平成２年猿島町条例第１１号）（以下これらを

「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併

前の条例の例による。 

附 則（平成２０年条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛

土及びたい積の規制に関する条例第７条の規定により当該事業の許可を申

請している者に対する許可の基準については、改正後の坂東市土砂等によ

る土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 新条例第１５条の規定は、施行の日以後に当該事業の許可を申請し、そ

の許可を受けた者について適用し、同日前に当該事業の許可を申請した者

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年条例第２６号） 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、平成３０年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関

する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可

の申請を行う事業から適用し、同日前までにこの条例による改正前の坂東

市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第９条

第１項及び条例第１１条第２項の規定により申請書が受理された事業（事

業区域の面積が５，０００平方メートル以上の事業については、茨城県土

砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成１５年茨城県条例第

６７号）第６条第１項の規定による許可の申請書が受理されたものに限

る。）については、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 


